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▼
配
布
期
間　

10
月
10
日
㈬
か
ら

▼
配
布
場
所　

各
保
育
所
、子
ど
も
課（
市

役
所
２
階
）

※ 

10
月
15
日
㈪
以
降
は
市
役
所
子
ど
も
課

の
み
で
配
布
し
ま
す
。

▼
そ
の
他　

入
所
資
格
や
保
育
所
説
明
会 

・
入
所
申
込
受
付
等
の
日
程
、
平
成
31
年

度
中
に
育
児
休
業
終
了
後
の
保
育
所
入
所

を
希
望
す
る
人
（
復
職
予
定
日
が
平
成
31

年
４
月
24
日
以
降
の
人
）
の
申
込
書
の
配

布
等
に
つ
い
て
は
、
広
報
ち
り
ゅ
う
10
月

１
日
号
に
掲
載
予
定
で
す
。

　

市
で
は
、「
住
民
票
の
写
し
等
の
交
付

に
係
る
本
人
通
知
制
度
」
を
実
施
し
て
い

ま
す
。
こ
の
制
度
は
、
住
民
票
の
写
し
や

戸
籍
の
謄
本
・
抄
本
な
ど
を
本
人
の
代
理

人
や
第
三
者
に
交
付
し
た
場
合
、
市
役
所

に
事
前
に
登
録
を
し
た
人
に
対
し
て
、
交

付
し
た
事
実
を
通
知
す
る
も
の
で
す
。

　

こ
れ
に
よ
り
、
住
民
票
の
写
し
な
ど
の
不

正
請
求
や
不
正
取
得
の
早
期
発
見
な
ど
が

可
能
に
な
り
、
個
人
の
権
利
侵
害
の
未
然

防
止
に
つ
な
が
る
こ
と
が
期
待
で
き
ま
す
。

▼
登
録
で
き
る
人　

知
立
市
の
住
民
基
本

台
帳
ま
た
は
戸
籍
に
記
載
さ
れ
て
い
る
人

（
過
去
に
記
載
さ
れ
て
い
た
人
）

▼
登
録
期
間　

登
録
日
か
ら
３
年
間

※ 

引
き
続
き
登
録
を
受
け
よ
う
と
す
る
時

は
、
登
録
期
間
満
了
日
の
１
か
月
前
か

ら
登
録
を
更
新
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

▼
対
象
と
な
る
証
明
書　

住
民
票
（
除
か

れ
た
住
民
票
を
含
む
）
の
写
し
、戸
籍
（
除

籍
を
含
む
）
の
謄
（
抄
）
本
・
戸
籍
の
附

票
の
写
し
な
ど

▼
通
知
対
象　

本
人
の
代
理
人
ま
た
は
第

三
者
か
ら
の
請
求
に
よ
り
、
登
録
者
の
住

民
票
の
写
し
な
ど
を
交
付
し
た
と
き
（
た

だ
し
、
国
や
地
方
公
共
団
体
か
ら
の
請
求

な
ど
の
場
合
は
除
く
。）

▼
申
込
み　

本
人
確
認
書
類
（
運
転
免
許

証
・
パ
ス
ポ
ー
ト
・
健
康
保
険
証
な
ど
）

を
持
参
の
う
え
、
市
民
課
で
手
続
き
を
お

願
い
し
ま
す
。

　「消費料金に関する訴訟最終告知のお知らせ」、「少額消費料
金未納に関する訴訟最終告知のお知らせ」、「総合消費料金に関
する訴訟最終告知のお知らせ」などと題した文書が、突然届い
たという事例が多く報告されています。
　見本のような文書の「法務省管轄支局　訴訟最終告知通達セ
ンター」や「民事訴訟管理センター」等は架空の組織であり、
愛知県が悪質な業者として公開しています。
　今後も組織の名前を変えながら、同様の手口が使われる恐れ
があります。記載されている「取り下げ等のお問い合わせ相談
窓口」へは絶対に連絡を取らないようにしてください。
　困ったときは消費生活センター等にご相談ください。

▶相談窓口・問合せ
知立市消費生活センター（☎95-0195）
　毎週月・水・木・金曜日　午後1時～4時（受付は3時30分まで）

愛知県消費生活総合センター（☎052-962-0999）
　月～金曜日　午前9時～午後4時30分
　土・日曜日　午前9時～午後4時

〈見本〉

　市役所の電気設備点検のため、コンピュー
タを停止します。
　これに伴い、キオスク端末（マルチコピー
機）の設置してある全国のコンビニエンスス
トア等で、住民票の写し等の証明書類の発行
ができなくなりますので、ご注意ください。
▶と　き　10月8日㈷　終日
▶問合せ　市民課　市民係（☎95-0152）

住民票の写し等のコンビニ交付サービス
一時休止のお知らせ

住
民
票
の
写
し
等
の
交
付
に

係
る
本
人
通
知
制
度

市
民
課 

市
民
係　
　
（
☎

（95）
０
１
５
２
）

平
成
31
年
４
月
保
育
所
等
入
所

の
申
込
書
を
配
布
し
ま
す

子
ど
も
課 

保
育
係　
（
☎

（95）
０
１
２
１
）

行政機関を装った、不当請求の文書は詐欺です！
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昭
和
６
丁
目
地
区
担
当
の
民
生
委
員
・

児
童
委
員　

川
﨑
賀
代
子
さ
ん
が
、
８
月

31
日
を
も
っ
て
退
任
し
ま
し
た
。

　

後
任
委
員
が
決
定
す
る
ま
で
の
間
、
こ

の
地
域
に
お
住
ま
い
で
民
生
委
員
・
児
童

委
員
へ
連
絡
を
取
り
た
い
人
は
、
福
祉
課

保
護
援
護
係
ま
で
お
問
合
せ
く
だ
さ
い
。

全
国
一
斉
司
法
書
士
会
無
料
法
律
相
談
会

　

10
月
１
日
（
法
の
日
）
～
７
日
を
「
法

の
日
週
間
」
と
し
て
、
全
国
一
斉
に
司
法

書
士
会
に
よ
る
無
料
法
律
相
談
会
が
行
わ

れ
ま
す
。
市
で
も
次
の
と
お
り
開
催
し
ま

す
。

▼
と
き　

10
月
５
日
㈮　

午
前
10
時
～
正

午
、
午
後
１
時
～
４
時

▼
と
こ
ろ　

市
役
所
２
階　

打
合
室
①
北

▼
相
談
内
容　

不
動
産
の
売
買
・
贈
与
・

相
続
の
登
記
、
債
務
整
理
、
成
年
後
見
等

▼
申
込
み　

愛
知
県
司
法
書
士
会
西
三
河

支
部
へ
事
前
に
電
話
で
お
申
込
み
く
だ
さ

い
。

　

平
成
30
年
10
月
１
日（
使
用
分
）か
ら
、

市
外
に
住
民
登
録
が
あ
る
人
の
使
用
料
が

左
表
の
と
お
り
改
定
さ
れ
ま
す
。

　

ま
た
、平
成
30
年
９
月
30
日
を
も
っ
て
、

市
が
行
う
霊
き
ゅ
う
車
業
務
を
廃
止
し
ま

す
。

▼
変
更
案
の
内
容

①
生
産
緑
地
地
区
（
知
立
市
決
定
）

▼
縦
覧
期
間　

９
月
25
日
㈫
～
10
月
９
日

㈫　

午
前
８
時
30
分
～
午
後
５
時
15
分

（
土
・
日
曜
日
、
祝
日
を
除
く
。）

▼
縦
覧
場
所　

市
役
所
４
階　

都
市
計
画

課※ 

こ
の
案
に
対
し
て
意
見
の
あ
る
人
は
、

縦
覧
期
間
中
に
市
へ
意
見
書
を
提
出
す

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

秋
は
行
楽
や
ス
ポ
ー
ツ
な
ど
で
外
出
す

る
機
会
が
増
え
、
人
や
車
の
動
き
が
活
発

に
な
り
ま
す
。

　

ま
た
、
秋
は
日
没
時
刻
が
日
増
し
に
早

く
な
る
こ
と
か
ら
、
運
転
者
に
と
っ
て
は

歩
行
者
・
自
転
車
が
見
え
に
く
く
な
り
ま

す
。
さ
ら
に
、
夕
暮
れ
時
は
交
通
量
が
増

え
る
こ
と
も
あ
り
、
子
ど
も
や
高
齢
者
を

始
め
と
し
た
交
通
弱
者
が
交
通
事
故
に
あ

う
危
険
性
が
高
ま
り
ま
す
。

　

そ
こ
で
、
次
の
重
点
項
目
を
か
か
げ
、

秋
の
全
国
交
通
安
全
運
動
を
展
開
し
、
交

通
事
故
の
防
止
を
図
り
ま
す
。

・ 

歩
行
中
の
子
ど
も
・
高
齢
者
と
高
齢
ド

ラ
イ
バ
ー
の
交
通
事
故
を
防
止
し
よ
う
。

・ 

夕
暮
れ
時
と
夜
間
の
歩
行
中
・
自
転
車

乗
用
中
の
交
通
事
故
を
な
く
そ
う
。

・ 

後
部
座
席
を
含
め
た
全
て
の
座
席
で

シ
ー
ト
ベ
ル
ト
と
チ
ャ
イ
ル
ド
シ
ー
ト

を
正
し
く
着
用
し
よ
う
。

・
飲
酒
運
転
を
根
絶
し
よ
う
。

　

秋
の
全
国
交
通
安
全
運
動
の
期
間
に
あ

わ
せ
て
、
市
内
の
小
・
中
学
生
が
描
い
た

交
通
安
全
ポ
ス
タ
ー
の
中
で
特
に
優
秀
な

作
品
25
点
を
展
示
い
た
し
ま
す
。

　

ポ
ス
タ
ー
を
通
じ
て
、
ご
家
族
で
交
通

安
全
に
つ
い
て
考
え
て
み
ま
し
ょ
う
。

▼
と
き　

９
月
21
日
㈮
～
30
日
㈰

▼
と
こ
ろ　

中
央
公
民
館　

１
階
ロ
ビ
ー

　プール整備のため、次の期間休
館します。
▶とき　9月24日㉁～28日㈮
※�プール以外の施設は、9月24日
㉁を除き、通常どおり営業して
います。
▶問合せ　ウォーターパレス KC
　　　　　（☎24-6261）

ウォーターパレスKC
臨時休館のお知らせ

知立市逢妻浄苑使用料

区分 単位 市内使用料
（円）

市外使用料
（円）

満12歳以上の者 1体 無料 50,000

満6歳以上
満12歳未満の者 1体 無料 30,000

満6歳未満の者
（死産児を含む。） 1体 無料 15,000

小動物の死体 1体 600 －

汚物 1個 600 －

秋
の
全
国
交
通
安
全
運
動

９
月
21
日
㈮
～
９
月
30
日
㈰

安
心
安
全
課 

防
犯
交
通
係

（
☎

（95）
０
１
１
５
）

民
生
委
員
・
児
童
委
員
の
退
任

福
祉
課 

保
護
援
護
係（
☎

（95）
０
１
４
９
）

交
通
安
全
ポ
ス
タ
ー
展

安
心
安
全
課 

防
犯
交
通
係

（
☎

（95）
０
１
１
５
）

西
三
河
都
市
計
画
変
更
案
の
縦
覧

都
市
計
画
課 

都
市
企
画
係

（
☎

（95）
０
１
２
９
）

「
法
の
日
」
無
料
法
律
相
談
会

愛
知
県
司
法
書
士
会 

西
三
河
支
部

（
☎
０
５
６
４

（58）
０
２
４
６
）

知
立
市
逢
妻
浄
苑
（
火
葬
場
）

の
使
用
料
改
定
と
霊
き
ゅ
う
車

業
務
の
廃
止
に
つ
い
て

市
民
課 

戸
籍
係　
　
（
☎

（95）
０
１
２
４
）
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毎
年
９
月
20
日
～
26
日
は
、
動
物
愛
護

週
間
で
す
。
こ
れ
は
、
命
あ
る
動
物
の
愛

護
と
適
正
な
飼
育
に
つ
い
て
の
関
心
と
理

解
を
深
め
る
た
め
に
設
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

▼
動
物
の
適
正
飼
養

　

犬
や
猫
を
飼
う
た
め
の
試
験
や
免
許
は

必
要
あ
り
ま
せ
ん
が
、
狂
犬
病
予
防
法
な

ど
飼
い
主
の
義
務
を
規
定
し
て
い
る
法
令

が
あ
り
ま
す
。
動
物
を
飼
う
際
に
は
、
そ

の
動
物
に
関
係
す
る
法
令
を
確
認
し
、
人

間
が
責
任
を
持
っ
て
管
理
し
ま
し
ょ
う
。

◎
愛
犬
の
登
録
は
お
済
み
で
す
か

　

生
後
91
日
を
過
ぎ
た
と
き
、
ま
た
は
無

登
録
の
犬
を
飼
い
始
め
て
か
ら
30
日
以
内

に
登
録
と
鑑
札
の
交
付
を
受
け
て
く
だ
さ

い
。

◎
狂
犬
病
予
防
注
射
を
忘
れ
ず
に

　

犬
を
飼
い
始
め
た
ら
30
日
以
内
に
、
次

年
度
か
ら
は
毎
年
４
月
１
日
～
６
月
30
日

に
、
集
合
注
射
ま
た
は
動
物
病
院
で
予
防

注
射
を
受
け
て
く
だ
さ
い
。

◎
犬
が
人
を
噛
ん
で
し
ま
っ
た
ら

　

飼
い
犬
が
人
に
危
害
を
加
え
た
場
合
、

飼
い
主
は
す
ぐ
に
被
害
者
の
ケ
ガ
へ
の
応

急
対
応
に
あ
た
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
ま

た
、
48
時
間
以
内
に
保
健
所
へ
届
け
出
る

と
と
も
に
、
飼
い
犬
が
狂
犬
病
に
か
か
っ

て
い
な
い
か
を
動
物
病
院
で
受
診
さ
せ
る

こ
と
が
県
の
条
例
で
義
務
付
け
ら
れ
て
い

ま
す
。

◎
散
歩
の
ル
ー
ル

１ 

．
フ
ン
は
必
ず
持
ち
帰
り
ま
し
ょ
う
。

犬
の
散
歩
は
ト
イ
レ
の
た
め
で
は
あ
り

ま
せ
ん
。
排
せ
つ
は
散
歩
の
前
に
済
ま

せ
る
習
慣
を
つ
け
ま
し
ょ
う
。

　

 　

ま
た
、
市
で
は
マ
ナ
ー
ア
ッ
プ
の
た

め
の
看
板
を
無
料
で
配
布
し
て
い
ま
す

の
で
、
ご
希
望
の
人
は
お
問
合
せ
く
だ

さ
い
。

２ 

．
ノ
ー
リ
ー
ド
の
散
歩
は
大
変
危
険
で

す
。
よ
く
し
つ
け
ら
れ
た
犬
や
、
小
さ

な
犬
で
あ
っ
て
も
「
犬
が
苦
手
」、「
犬

が
怖
い
」
と
思
う
人
も
い
ま
す
。
犬
を

放
す
こ
と
は
絶
対
に
止
め
ま
し
ょ
う
。

◎
猫
は
室
内
飼
い
を

　

猫
を
屋
外
で
飼
う
こ
と
は
、
近
隣
へ
の

迷
惑
だ
け
で
な
く
、
交
通
事
故
や
猫
同
士

の
け
ん
か
、
感
染
症
な
ど
猫
自
身
へ
の
危

険
も
多
く
あ
り
ま
す
。

◎
無
責
任
な
エ
サ
や
り
は
や
め
ま
し
ょ
う

　

フ
ン
等
の
放
置
や
車
の
キ
ズ
な
ど
猫
に

よ
る
苦
情
が
寄
せ
ら
れ
て
い
ま
す
。
無
責

任
に
エ
サ
や
り
だ
け
を
し
て
い
る
と
、
近

隣
の
理
解
は
得
ら
れ
ず
猫
も
嫌
わ
れ
者
に

な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。

　平成31年（2019年）4月1日から「働き方改革関連法」が順次施行されます。

▶主な改正点
（1）時間外労働の上限規制の導入（中小企業は2020年4月1日施行）
　�　時間外労働の上限について、月45時間、年360時間を原則とし、臨時的な特別な事情がある場合でも
年720時間、単月100時間未満（休日労働含む）、複数月平均80時間（休日労働含む）を限度に設定する
必要があります。

（2）年次有給休暇の確実な取得
　�　使用者は、10日以上の年次有給休暇が付与される全ての労働者に対し、毎年5日、時季を指定して有給
休暇を与える必要があります。

（3）正規・非正規雇用労働者間の不合理な待遇差の禁止（2020年（中小企業は2021年）4月1日施行）
　�　同一企業内において、正規雇用労働者と非正規雇用労働者（パートタイム労働者、有期雇用労働者、派
遣労働者）の間で、基本給や賞与などの個々の待遇ごとに不合理な待遇差が禁止されます。

　改正法の詳細は、厚生労働省ホームページ『「働き方改革」の実現に向けて』を
ご覧ください。
〇厚生労働省ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000148322.html

▶問合せ　経済課　商工観光係（☎95-0125）

平成31年4月1日から「働き方」が変わります

動
物
愛
護
週
間

９
月
20
日
㈭
～
26
日
㈬

環
境
課 

環
境
保
全
係（
☎

（95）
０
１
５
４
）
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た
く
さ
ん
の
義
援
金
を
あ
り
が
と
う
ご

ざ
い
ま
す
。　　
　
　
　
　
　
（
五
十
音
順
）

・
木
原
久
夫
さ
ん　
　
　
　
　
　

２
万
円

・
故　

若
松
照
美
さ
ん
・
歩
さ
ん

７
万
３
千
60
円

・
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
あ
お
み
の
会　

１
万
９
千
547
円

　

ま
た
、
市
内
の
募
金
箱
の
分
と
あ
わ
せ

て
、
８
月
６
日
ま
で
に
知
立
市
へ
寄
せ
ら

れ
た
平
成
30
年
７
月
豪
雨
災
害
義
援
金
総

額
は
、
19
万
９
千
58
円
で
す
。

　

お
寄
せ
い
た
だ
い
た
義
援
金
は
日
本
赤

十
字
社
を
通
し
て
全
額
を
被
災
地
へ
お
届

け
し
ま
す
。

　

こ
の
他
に
も
実
施
し
て
い
ま
し
た
被
災

地
義
援
金
に
ご
協
力
い
た
だ
い
た
皆
さ
ん
、 

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

　

放
課
後
子
ど
も
教
室
で
働
い
て
い
た
だ

け
る
人
を
募
集
し
て
い
ま
す
。

▼
募
集
人
数　

若
干
名

▼
勤
務
先　

市
内
の
放
課
後
子
ど
も
教
室

▼
勤
務
日　

月
～
金
曜
日
の
う
ち
週
３
～

４
日
程
度
（
夏
休
み
な
ど
長
期
休
業
中
は

お
休
み
で
す
。）

▼
勤
務
時
間　

午
後
２
時
30
分
～
５
時
30

分
頃

※ 

勤
務
日
や
勤
務
時
間
に
つ
い
て
ご
相
談

に
応
じ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

▼
選
考
方
法　

簡
易
面
接

▼
賃
金　

時
給
940
円

▼
申
込
み　

随
時
受
付
。
事
前
に
学
校
教

育
課
へ
お
問
合
せ
く
だ
さ
い
。

〇
訓
練
コ
ー
ス

①
Ｅ
ｘ
ｃ
ｅ
ｌ
マ
ク
ロ
／
Ｖ
Ｂ
Ａ
基
礎

② 

テ
ク
ニ
カ
ル
イ
ラ
ス
ト
レ
ー
シ
ョ
ン
基

礎
▼
と
き

①
11
月
10
日
㈯
・
17
日
㈯

②
11
月
18
日
㈰
・
25
日
㈰

い
ず
れ
も
午
前
９
時
～
午
後
４
時

▼
と
こ
ろ　

愛
知
障
害
者
職
業
能
力
開
発

校▼
対
象
者　

主
に
在
職
中
の
障
が
い
者
で
、 

基
本
的
な
パ
ソ
コ
ン
の
操
作
が
で
き
る
人

▼
受
講
料　

無
料

▼
定
員　

①
６
人
、
②
５
人

※ 

申
込
者
多
数
の
場
合
は
、
抽
選
の
う
え

決
定
し
ま
す
。

▼
申
込
み　

愛
知
障
害
者
職
業
能
力
開
発

校
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
受
講
申
請
書
を
ダ

ウ
ン
ロ
ー
ド
し
て
必
要
事
項
を
記
入
の
う

え
、
Ｆ
Ａ
Ｘ
、
郵
送
ま
た
は
Ｅ
メ
ー
ル
で

お
申
込
み
く
だ
さ
い
。

※ 

受
講
申
請
書
は
、
個
人
用
と
事
業
所
用

が
あ
り
ま
す
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

▼
応
募
期
間

①
９
月
21
日
㈮
～
10
月
11
日
㈭

②
９
月
28
日
㈮
～
10
月
18
日
㈭

▼
問
合
せ　

愛
知
職
業
能
力
開
発
校　

在

職
者
訓
練
担
当
（
〒
441
―
１
２
３
１　

豊

川
市
一
宮
町
上
新
切
33
―
14　

Ｆ
Ａ
Ｘ

０
５
３
３

（93）
６
５
５
４　

Ｅ
メ
ー
ル

noryokukaihatsuko@
pref.aichi.lg.jp

）

〇
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

http://w
w

w
.pref.aichi.jp/soshiki/

noryokukaihatsuko/0000064114.
htm

l

▼
と
き　

10
月
４
日
㈭　

午
後
２
時
～
４

時▼
と
こ
ろ　

衣
浦
東
部
保
健
所
（
刈
谷
市

大
手
町
一
丁
目
12
番
地
）

▼
内
容　

ア
ル
コ
ー
ル
問
題
で
悩
ん
で
い

る
本
人
や
家
族
に
専
門
医
師
と
酒
害
相
談

員
等
が
相
談
を
お
受
け
し
ま
す
。

※
相
談
時
間
は
一
組
約
１
時
間
で
す
。

▼
申
込
み　

前
日
ま
で
に
電
話
で
衣
浦
東

部
保
健
所
へ
お
申
込
み
く
だ
さ
い
。

　妊娠中、特に初期は赤ちゃんの成長は
もちろん、お母さんの健康を維持するた
めのとても大切な時期です。しかし、外
見からは妊婦であるかどうか判断しにく
く、つわりなどによりつらい症状がある
時もあります。
　このマークを付けている人を見かけた
ら、皆さんからの思いやりある気遣いを
お願いします。
保健センターでは、マタニティキーホル
ダーとシールを母子手帳交付時に配布し
ています。ご活用ください。

▶問合せ　保健センター（☎82-8211）

マタニティマークを見かけたら
～小さな命をサポートします～

放
課
後
子
ど
も
教
室
の

指
導
員
募
集

学
校
教
育
課 

学
校
教
育
係

（
☎

（95）
０
１
３
６
）

障
害
者
ス
キ
ル
ア
ッ
プ
講
座

（
在
職
者
訓
練
）
受
講
者
募
集

愛
知
職
業
能
力
開
発
校 

在
職
者
訓
練

担
当　
　

 （
☎
０
５
３
３

（93）
２
１
０
２
）

平
成
30
年
７
月
豪
雨
災
害
義
援

金
を
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す

福
祉
課 

障
が
い
福
祉
係（

☎
（95）
０
１
１
８
）

ア
ル
コ
ー
ル
専
門
相
談

衣
浦
東
部
保
健
所 

健
康
支
援
課

こ
こ
ろ
の
健
康
推
進
グ
ル
ー
プ

（
☎

（21）
９
３
３
７
）


